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きららにじぐみ 料金表 

（保育所等訪問支援） 

（令和６年６月改訂） 

■ 提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

■ 通所受給者証の記載内容に基づき利用料金をお支払いいただきます。所得に応じて負担上限

月額が設定され、利用料金の１割分が、自己負担となります。利用料の 1 割が負担上限月額

を超える場合は、負担上限月額以上の負担は発生しません。 

※事業所がとっている体制により、下記のとおり料金が加算されます。 

基本料金（保険適応） 1,071円/1回 

     訪問支援員特別加算Ⅰ 

（保険適用） 

850円/1回 

     訪問支援員特別加算Ⅱ 

（保険適用） 

700円/1回 

     初回加算（保険適応） 利用の初期段階において、訪問先等との連絡調整等に手

間を要することに対して算定します。200円/1回 

利用者負担上限額管理加算（保険適応） 当事業所が利用児の負担額合計額の管理を行った場合

に加算させていただきます   150円 / 月 1回 

家庭支援加算（Ⅰ） 

※月 2回まで 

個別で、ご利用児やごきょうだいの相談を行った場合に

加算をさせていただきます。 

居宅訪問（１時間以上） 300円/１回 

居宅訪問（１時間未満） 200円/１回 

事業所で対面（３０分以上） 100円/１回 

オンライン（３０分以上） 80円/1回 

家庭支援加算（Ⅱ） 

※月 4回まで 

グループでの相談を行った場合に加算をさせていただ

きます。 

施設で対面（30分以上）80円/1回 

オンライン(30分以上) 60円/1回 

ケアニーズ対応加算 

 

120円/1回 

福祉・介護職員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

保険適応単位総数×12.9％ 

 

※福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・福祉・介護職員の処遇を改善するためのものであり、

保険適応単位総数の 12.9％（保育所等訪問支援）を加算させていただきます 

 


